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広島県情報公開・個人情報保護審査会答申（諮問５（個）第10号） 

 

第１ 審査会の結論 

広島県知事（以下「実施機関」という。）が行った本件審査請求の対象とな

った保有個人情報の一部を不開示とした決定に対する本件審査請求は、却下

すべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 開示の請求 

審査請求人は、令和４年７月７日付けで、広島県個人情報の保護に関する

法律施行条例（令和４年広島県条例第 33 号）附則第３条の規定によりなお

従前の例によることとされた同条例による廃止前の広島県個人情報保護条

例（平成 16 年広島県条例第 53 号。以下単に「条例」という。）第 10 条第１

項の規定により、実施機関に対し、 

１ 請求者の現在の入院（入院先：○○病院）にかかる入院届及び定期病

状報告書の全て 

２ 請求者がこれまでに行った退院等請求手続にかかる結果通知書の全

て 

の開示の請求（以下「本件請求」という。）をした。 

 

２ 本件請求に対する決定  

実施機関は、本件請求に対し、平成28年以前の文書は保存年限満了により

廃棄しており保有していないとして、不存在を理由とする自己情報不開示決

定（以下「別件処分」という。）を行い、また、次のとおり請求に係る保有個

人情報が記録されている行政文書を特定し、自己情報部分開示決定（以下「本

件処分」という。）を行い、令和４年８月５日付けでそれぞれ審査請求人に通

知した。 

(1) 対象文書 

ア 入院届（入院診療計画書及び同意書を含む。）（令和○年○月○日付け）

（以下「本件対象文書１」という。） 

イ 12か月ごとの医療保護入院者の定期病状報告書（医療保護入院者退院

支援委員会審議記録を含む。）（平成○年○月○日付け）（以下「本件対象

文書２」という。） 
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ウ 12か月ごとの医療保護入院者の定期病状報告書（医療保護入院者退院

支援委員会審議記録を含む。）（令和○年○月○付け）（以下「本件対象文

書３」という。） 

エ 12か月ごとの医療保護入院者の定期病状報告書（医療保護入院者退院

支援委員会審議記録を含む。）（令和○年○月○日付け）（以下「本件対象

文書４」といい、本件対象文書１、本件対象文書２、本件対象文書３及

び本件対象文書４を総称し「本件対象文書」という。） 

 (2) 不開示理由 

 条例第14条第２号、第３号、第４号及び第７号に該当 

 

３ 審査請求 

審査請求人は、令和４年12月27日付けで、本件処分を不服として、行政不

服審査法（平成26年法律第68号。以下「行審法」という。）第２条の規定によ

り、実施機関に対し審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

なお、実施機関は、上記審査請求書の記載事項に不備があったため、審査

請求人に対して令和５年２月１日付け指令精セ第４号補正命令書により当

該不備を補正するよう命令し、審査請求人からの同月11日付け補正書（以下

「本件補正書１」という。）を同月14日に収受した。さらに、実施機関は、審

査請求人に対して令和５年２月21日付け指令精セ第５号補正命令書により、

当該不備を補正するよう命令し、審査請求人からの同年３月３日付け補正書

（以下「本件補正書２」といい、本件補正書１及び本件補正書２を総称して

「本件補正書」という。）を同月17日に収受した。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件処分の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

   審査請求人が、審査請求書（本件補正書を含む。）及び反論書で主張してい

る審査請求の理由は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 令和４年８月５日精セ第１号による自己情報部分開示決定通知書に不

服があり、その取消しを求める。 

⑵ この決定がどういう内容においての（誰によって事実として）確定を立
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証する証明の提出を求める。 

⑶ ○○。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

   実施機関が、弁明書で説明する本件処分を行った理由は、おおむね次のと

おりである。 

 １ 対象行政文書の特定の経緯 

令和４年７月７日付けで審査請求人から、本件請求があった。請求する行

政文書の内容は、「請求者の現在の入院（入院先：○○病院）にかかる入院届

及び定期病状報告書の全て」、「請求者がこれまでに行った退院等請求手続き

にかかる結果通知書の全て」であった。  

 

２ 部分開示決定の具体的理由 

⑴ 入院届（入院診療計画書及び同意書を含む）（令和○年○月○日付け）に

ついて、不開示部分は次のア～ニである。 

ア 管理者印について 

イ 病名（ICD カテゴリーを含む） 

ウ 生活歴及び現病歴 

エ 現在の精神症状 

オ その他の重要な症状 

カ 問題行動等 

キ 現在の状態像 

ク 医療保護入院の必要性 

ケ 入院を必要と認めた精神保健指定医氏名 

コ 同意した家族等 

サ 主治医以外の担当者名 

シ 選任された退院後生活環境相談員の氏名 

ス 主病名 

セ 症状 

ソ 治療計画 

タ 推定される入院期間（内医療保護入院による入院期間） 

チ その他 

ツ 退院に向けた取組 
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テ 主治医氏名 

ト 家族 

ナ 医療保護入院の同意者の申告事項 

ニ 同意者氏名 

部分開示とした理由は、次のとおりである。 

アの情報については、当該事業に関する情報であり、法人の利益を害す

るおそれがある情報に該当する（条例第 14 条第４号に該当）。 

イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ス、セ、ソ、タ、チ及びツの情報につい

ては、診察した精神保健指定医の診断等による病状等の情報であり、開示

した場合、今後の治療等に悪影響が生じる可能性があり、結果として開示

請求者の生命、健康又は生活を害するおそれがある情報に該当する。また、

個人の診断、評価等に係る事務に関し、開示することにより当該事務若し

くは将来の同種事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公平

かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当する（条例第 14 

条２号及び第７号に該当）。 

ケ、コ、サ、シ、テ、ト、ナ及びニの情報については、開示請求者以外

の個人を識別することができる情報に該当する（条例第 14 条第３号に該

当）。 

⑵ 12 か月ごとの次の医療保護入院者の定期病状報告書（医療保護入院者退

院支援委員会審議記録を含む）（平成○年○月○日付け、令和○年○月○日

付け、令和○年○月○日付け）について、不開示部分は次のア～ナである。  

ア 管理者印 

イ 病名（ICD カテゴリーを含む） 

ウ 生活歴及び現病歴 

エ 過去 12 か月間の治療内容と、その結果及び通院又は任意入院に変更

できなかった理由 

オ 症状の経過 

カ 今後の治療方針 

キ 退院に向けた取組の状況（選任された退院後生活環境相談員を含む） 

ク 現在の精神症状 

ケ その他の重要な症状 

コ 問題行動等 

サ 現在の状態像 
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シ 診断した精神保健指定医氏名 

ス 担当退院後生活環境相談員の氏名 

セ 出席者 

ソ 入院診療計画書に記載した推定される入院期間 

タ 本人及び家族の意見 

チ 入院継続の必要性 

ツ 入院継続が必要である場合 

テ 退院に向けた取組 

ト 病院管理者の印 

ナ 記録者の署名 

部分開示とした理由は、次のとおりである。 

ア及びトの情報については、当該事業に関する情報であり、法人の利益

を害するおそれがある情報に該当する（条例第 14 条第４号に該当）。 

イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、ソ、タ、チ、ツ及びテの情

報については、診察した精神保健指定医の診断等による病状等の情報であ

り、開示した場合、今後の治療等に悪影響が生じる可能性があり、結果と

して開示請求者の生命、健康又は生活を害するおそれがある情報に該当す

る。また、個人の診断、評価等に係る事務に関し、開示することにより当

該事務若しくは将来の同種事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの

事務の公平かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当する

（条例第 14 条第２号及び第７号に該当）。 

シ、ス、セ及びナの情報については、開示請求者以外の個人を識別する

ことができる情報に該当する（条例第 14 条第３号に該当）。 

 

３ 審査請求書の補正について 

審査請求書の内容については、対象となる処分の内容や審査請求の趣旨な

どが不明であったため、令和５年２月１日付けで１回目の補正命令書（精セ

第４号）を通知したところ、令和５年２月 11 日付けで補正書が提出され、令

和４年８月５日付け自己情報部分開示決定（精セ第１号）及び自己情報不存

在（精セ第２号）の処分が審査請求の対象となる処分であり、これらの処分

に不服があり、それらの取り消しを求めることが審査請求の趣旨であること

は確認できた。 

しかし、審査請求について、行審法第 18 条第１項ただし書に規定する審査
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請求期間（３か月間）を経過して提出されたことについての正当な理由が記

載されていなかったため、令和５年２月 21 日付けで２回目の補正命令書（精

セ第５号）を通知したところ、令和５年３月３日付けで補正書が提出された。 

２通の補正書の内容は、審査請求人の思いなどの持論が展開されている陳

述なども記載されていたが、審査請求に係る正当な理由等が明確に記載され

ておらず、これ以上の説明を求めることは困難である。補正を求め続けてい

たずらに期間が経過することは行政不服審査制度の趣旨に反するものと考

えられるため、重ねての補正は求めず、弁明する。 

 

４ 審査請求人の主張及び処分庁の弁明 

審査請求書及び２通の補正書に基づく、審査請求人の主張と処分庁の弁明

は次のとおりである。 

⑴ 審査請求に係る処分の内容について、審査請求人は、令和４年８月５日

精セ第１号による自己情報開示決定通知書において、また、「この文書につ

いて全面的に抹消されて理由として、本人が悪化するという予測されてい

ることに異議を申し立て致します」と主張している。 

⑵ 審査請求の趣旨について、審査請求人は、令和４年８月５日精セ第１号

による自己情報部分開示決定通知書に不服があり、その取消を求めること

としているが、処分庁としては、条例第11条第１項及び第15条第１項の規

定により部分開示することを決定したものである。また、審査請求人は 「こ

の決定がどういう内容において誰によって事実として確定を立証する証明

の提出を求めます」と要求するとともに、審査請求の理由は「○○」と主

張しているが、この主張は審査請求人の個人的な意見である。 

 

５ 結論 

本件処分について、条例第14条に規定する不開示情報に該当する部分を不

開示とする自己情報部分開示の決定をしたものであり、違法又は不当な処分

には当たらない。  

 

第５ 審査会の判断 

 １ 本件審査請求の適法性について 

⑴ 本件審査請求について 

審査請求人は、本件処分を不服として、行審法第２条の規定により、実
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施機関に対し審査請求を行ったものである。 

本件審査請求は、令和４年８月５日付けの本件処分に対して、審査請求

人が令和４年12月27日付けの審査請求書を郵送により実施機関に提出し

たものであって、郵便物の消印は令和４年12月29日であった。 

実施機関は、審査請求書に審査請求に係る処分があったことを知った日

の記載がなかったことから、審査請求人に対して令和５年２月１日付け指

令精セ第４号補正命令書により当該不備を補正するよう命令し、審査請求

人から同月11日付けで補正書の提出があり、この補正書において審査請求

人は、審査請求に係る処分があったことを知った日を令和４年10月３日と

した。 

実施機関は、さらに、審査請求人に対して令和５年２月21日付け指令精

セ第５号補正命令書により、本件審査請求について行審法第18条第１項た

だし書に規定する審査請求期間を経過していることについての正当な理

由の有無について回答するよう命令し、審査請求人から同年３月３日付け

で補正書の提出があり、その内容は次のとおりであった。 

正当な理由がある。 

２月１日付の補正書の「⑵」による質問は～知った年月日（自己情報

部分開示決定通知書を受け取った日）とありましたので、決定書ととも

に受け取った日は「精神センターのセンター長名の文書で送りますとの

令和４年10月３日付で送られて受け取りました。 

令和４年８月５日付の「決定処分」であったことで審査請求期間を経

過しているとのことでありましたが、この「決定処分」を受け取ったの

は県立精神センター長名で 10 月３日付で（令和４年です。県立精神セン

ターへ確認していただきたいと思います。 

※自己情報決定書を受け取った日の設問には正確に答えましたので、

「決定処分」となった日付である令和４年８月５日というのが本人が受

け取ったことの理由としては令和４年 10 月３日付で受け取ってから、

10 月より 

ア ○○ 

イ ○○ 

ウ コロナの開放となってから、落ちつくまで大変な状況でしたが、３

ヶ月以内の請求であるなら、令和５年１月３日までが３ヶ月以内とし

て審査請求を行いました。 
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以上の記述が正当な理由の内容です。 

これに対して、実施機関は、弁明書において、補正書の内容は、審査請

求人の思いなどの持論が展開されている陳述なども記載されていたが、審

査請求に係る正当な理由等が明確に記載されておらず、これ以上の説明を

求めることは困難であり、補正を求め続けていたずらに期間が経過するこ

とは行政不服審査制度の趣旨に反するものと考えられるため、重ねての補

正は求めず、弁明するとして手続を進め、本件諮問を行ったとしている。 

審査請求人は、本件処分があったことを知った日は令和４年10月３日で

あり、本件審査請求は本件処分があったことを知った日から３月以内に行

った旨を主張しており、実施機関は、審査請求人は審査請求期間を経過し

ていることについて正当な理由を示していないとしていることから、以下、

審査請求人が本件処分があったことを知った日及び本件審査請求の適法

性について検討する。 

⑵ 審査請求期間について 

行審法第18条第１項には、「処分についての審査請求は、処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して３月（当該処分について再調査の請求を

したときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の

翌日から起算して１月）を経過したときは、することができない。」と規定

されており、同項ただし書では、審査請求が請求期間を経過した後にされ

た場合において、請求期間内に審査請求をすることができなかった正当な

理由がある場合には、例外が認められているが、行審法第19条第５項第３

号では、審査請求期間の経過後に審査請求をする場合には、審査請求期間

経過後に審査請求をする正当な理由の有無を審査する必要があるため、審

査請求期間の経過後に審査請求をする正当な理由を審査請求書に記載し

なければならないこととされている。また、行審法第23条には、「審査請求

書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、そ

の期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定され

ており、行審法第24条には、「前条の場合において、審査請求人が同条の期

間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審査手続を経

ないで、第45条第１項又は第49条第１項の規定に基づき、裁決で、当該審

査請求を却下することができる。」と規定されている。 

⑶ 本件処分の通知等に係る経過 

本件処分は令和４年８月５日付けであるが、審査請求人は本件処分があ
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ったことを知った日は令和４年10月３日であるとしている。 

そのため、当審査会が実施機関に対して、本件処分の通知等に係る経過

について説明を求めたところ、実施機関は次のとおり説明する。 

ア 実施機関は、別件処分に係る自己情報不存在通知書、本件処分に係る

自己情報部分開示決定通知書（以下「本件決定通知書」という。）及び本

件処分に係る文書の写しの交付に要する文書複写料の納付に係る広島

県会計規則（昭和39年広島県規則第29号）第11条による納入通知書（以

下「本件納入通知書」という。）を、令和４年８月５日付けで審査請求人

宛に郵送した。 

イ 審査請求人から、本件納入通知書の領収証書の写しの送付が令和４年

９月30日にあった。 

ウ 審査請求人は入院中であり、また、新型コロナウイルス感染症の影響

により郵便局員の病院内への立入りが制限されていたことから、令和４

年10月３日に、実施機関の職員が本件処分に係る文書の写しを病院に持

参し、審査請求人に渡すよう病院へ依頼した。 

 当審査会が実施機関に説明を求めたところ、アについては、日本郵便の

レターパックによる発送の記録が提出されたが、配達日の記録は確認でき

なかった。また、イについては、本件納入通知書の領収証書の写しが提出

され、その領収印欄に押印された領収印の日付は令和４年８月17日であっ

た。 

 条例第21条では、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文

書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなけ

ればならないとされており、具体的には、広島県個人情報保護事務取扱要

綱（平成17年３月31日制定）において、「開示決定通知書又は部分開示決定

通知書に納入通知書を添えて開示請求者に送付し、複写料を金融機関に納

付させた後、納入通知書の領収証書を郵送を行う担当部署に返送させ、当

該担当部署において複写料が納入されたことを確認した上で、当該領収証

書を行政文書の写しに添えて開示請求者に送付するものとする。郵送によ

り行政文書の写しの交付をする場合は、開示請求者に郵送に要する費用の

額に相当する郵便切手を納入通知書の領収証書に添えて郵送を行う担当

部署に送付させるものとする。」とされている。 

 これらのことからすると、審査請求人が本件納入通知書により納付を行

った日は本件決定通知書の到達より後であると考えられるため、遅くとも、
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令和４年８月17日には本件決定通知書は審査請求人に到達していたこと

が認められる。 

⑷ 本件審査請求の適法性について 

条例第13条に基づく開示の実施は、開示決定等の後の手続として位置付

けられているから、開示決定等は、個人情報の記録された行政文書の写し

の交付等による開示が実施されていないとしても、当該開示決定等に係る

通知書が開示請求者に到達した時点で効力を生ずるものと解される（最高

裁判所平成27年（行ヒ）第221号同28年３月10日第一小法廷判決）。 

また、当審査会において本件決定通知書を見分したところ、本件決定通

知書には本件開示請求に対する応答として一部を開示する旨明示され、本

件対象文書に記録された個人情報のうち不開示とされた部分を特定して、

それぞれその不開示とした理由が示されていた。 

そうすると、審査請求人が本件処分があったことを知ったのは、遅くと

も令和４年８月17日ということとなる。審査請求人は、本件処分があった

ことを知ったのは令和４年10月３日であるとして、令和４年12月29日まで

審査請求をすることができなかった理由について他に主張をしていない

ことから、審査請求人が本件処分があったことを知った日から３か月を経

過して本件審査請求をしたことに正当な理由があるとすることはできな

い。 

したがって、本件審査請求は行審法第18条に定める審査請求期間を経過

して提起されたものであり、また、審査請求期間内に審査請求をしなかっ

たことについて審査請求人に正当な理由があるとは認められないことか

ら、本件審査請求は不適法である。 

 

２ 審査請求人のその他の主張について 

  審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右

するものではない。 

 

３ 結論 

よって、当審査会は、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、別記のとおりである。  
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別記 

  

 審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

令和６年３月14日 ・諮問を受けた。 

令和７年１月31日 

(令和６年度第９回第３部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和７年２月28日 

(令和６年度第10回第３部会) 
・諮問の審議を行った。 

令和７年３月25日 

(令和６年度第11回第３部会) 
・諮問の審議を行った。 

 

 

 

参 考 

答申に関与した委員（五十音順） 

【第３部会】 

片 上  孝 洋 広島修道大学教授 

金 谷  信 子 広島市立大学教授 

下 宮  憲 二 

（ 部 会 長 ） 
弁護士 

 

 

 


